
令和８年度山形県地域包括ケア総合推進センター運営事業公募実施要領 

 

 山形県では、山形県地域包括ケア総合推進センター運営事業を受託する者（法人又

は団体）を１者選定し、その者に当該事務に係る業務を委託するため、次のとおり実

施機関を募集する。 
 

第１ 事業の概要 

 １ 事業目的 

   高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活

の支援が包括的に確保される体制をさらに深化・推進することを目的とする。 
 

 ２ 事業内容 

   別添「山形県地域包括ケア総合推進センター設置要綱」及び「令和８年度山形

県地域包括ケア総合推進センター運営事業業務基本仕様書」のとおり。 
 

 ３ 事業規模 

 (1) 提案上限額 

   29,511千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※ 委託業務完了後、業務完了報告に基づき額の精算を行うものとする。精算

した実績額が委託料の額を下回る場合には、その実績額を委託契約額とする。 

 (2) 委託料の対象となる経費 

   人件費、講師等謝金及び旅費、職員旅費、消耗品費、通信運搬費、使用料 等 
 

第２ 公募実施手続き 

 １ 公募参加資格 

   次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

 (1) 山形県内に主たる事務所を有する法人又は団体（以下「法人等」という。）であ

ること。 

 (2) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていない

こと。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定により、一般

競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。 

 (4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続き開始の申立てを

した者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の

規定による再生手続き開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者でない

こと。 

 (5) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していない

こと。 

(6) 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び

営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者その他こ

れと同等の責任を有する者を含む。）が次のいずれにも該当する者でないこと。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）（以

下「防止法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 



② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、防止法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は暴力団員を利用している者 

③ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者 

④ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑤ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者 

⑥ 当該入札物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとす

る者 
 

 ２ 申請手続き 

 (1) 受付期間 

   令和８年２月 13日（金）～令和８年３月２日（月） 

 (2) 提出方法 

   郵送又は持参 

    なお、持参の場合、受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前８時 30

分～午後５時 15分とする。 

 (3) 提出先 

   〒990-8570 山形市松波二丁目８－１ 

         山形県健康福祉部高齢者支援課地域包括ケア推進担当 

 (4) 留意事項 

申請にあたっては、「令和８年度山形県地域包括ケア総合推進センター運営事業

業務基本仕様書」を踏まえること。 
 

 ３ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。 

(1) 公募実施要領に定めた資格・要件が備わっていないとき 

(2) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき 

(3) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募実施要領

で示した要件に適合しないとき 

(4) 提出書類に虚偽又は不正があったとき 

(5) 提案の内容が提案上限額を上回るとき 
 

 ４ 提出書類等 

  ・令和８年度山形県地域包括ケア総合推進センター運営事業受託申請書（別紙１） 

  ・法人等概要（別紙２） 

  ・業務実績等記載調書（別紙３） 

  ・事業の実施体制に関する計画等（別紙４） 

  ・企画提案書（別紙５） 

  ・誓約書（別紙６） 

  ・経費見積書（別紙７） 

  ・守秘義務、個人情報保護の方針及び周知方法が分かるもの 

  ・その他必要に応じて資料等を添付すること 

 
 

 ５ 申請書の提出内容 

   Ａ４版で４部（正本１部、副本３部）提出すること。 



  

６ 質疑応答 

(1) 質問の受付期限は次のとおりとし、質問書（別記様式）により行うこと。 

受付期限：令和８年２月 24日（火）午後５時 15分 

(2) 質問書の提出は、メール又はＦＡＸ（添書不要）により行うものとし、「10 提

出・問合せ先」あてに送信すること。 

(3) 回答は、質疑受付後、質問内容に応じ山形県ホームページ上で回答する。ただ

し、質問又は回答が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、

質問者に対してのみ回答する。 
 

７ 審査の方法 

(1) 企画提案書の審査は、山形県が設置する「山形県地域包括ケア総合推進センタ 

ー運営事業業務受託者選定審査会」において、別紙評価基準に基づき書面により

審査を行う。 

(2) 審査会では、審査員の各評価点の合算が最高得点の者を、最優秀提案者として 

選定する。 

(3) 審査の結果、提出された全ての提案について、契約の目的を十分に達成でき 

ないものであると判断される場合は、最優秀提案者を選定しないことがある。 

(4) 応募者が１者のみの場合でも、審査員の評価結果により、提案の内容について 

契約の目的を十分に達成できるものであると判断できるときは、当該者を最優秀 

提案者として選定する。 

また、応募者がない場合又は(3)により最優秀提案者が選定されない場合は、応 

募資格等について再検討の上、改めて募集を行う。 
 

 ８ 結果の通知 

   令和８年３月中旬を目途にその結果を全ての応募者に対して通知する。 
 

 ９ その他 

 (1) 提出された申請書等は、委託先の選定にのみ使用する。 

 (2) 書類の作成・応募に係る費用については、応募者の負担とする。 

 (3) 提案は１法人等につき１提案とする。 

 (4) 提出された書類は返却しない。 

 (5) 承認決定された事業者に対して、正式に見積書の提出依頼を行う。 

 (6) 本事業については、令和８年度山形県当初予算が成立しない場合等、県の都合

により内容を変更・中止する場合がある。 
 

 10 提出・問合せ先 

   〒990-8570 山形市松波二丁目８－１ 

         山形県健康福祉部高齢者支援課地域包括ケア推進担当 

         電 話 023-630-2158（直通） 

         ＦＡＸ 023-630-3321 

         メールアドレス ykorei#pref.yamagata.jp 

（上記メールアドレスについて、「#」を「@」に 

変更の上、送信ください。） 


